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令和６年４月定例教育委員会会議録 

 

１ 日 時 

  令和６年４月２５日（木）午後２時００分から午後２時４２分まで 

 

２ 場 所 

  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 

 

３ 出席者 

 (1) 教育長 

   栗原宣康 

 (2) 教育委員 

   宮﨑美和、篠原智文、石山貴子、佐伯玄一郎 

 (3) 事務局 

教育部長 中山誠、教育副部長兼教育企画課長 牟田茂典、教育副部長兼

近代図書館長 白水哲也、教育総務課長 森德雄、学校教育課長 栗本洋二、

学校支援課長 古場真由美、学校給食課長 岡田和幸、生涯学習文化財課係

長 仁田坂聡、浜玉市民センター産業・教育課長 山本功、厳木市民セン

ター産業・教育課長 百武謙吾、相知市民センター産業・教育課係長 江頭

甲子郎、北波多市民センター産業・教育課長 大石紳太郎、肥前市民セン

ター産業・教育課長 川口徹、鎮西市民センター産業・教育課長 濱口和彦、

呼子市民センター産業・教育課課長 高森義満、七山市民センター産業・教

育課長 平山貴章、教育総務課係長 竹下慎也、教育総務課副主査 相島雅

子 

 

４ 議 題 

 (1) 議案 

  議案第１７号 厳木幼稚園園舎の用途廃止について 

          【原案どおり可決】 
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  議案第１８号 旧西唐津公民館及び勤労青少年ホームの用途廃止について 

          【原案どおり可決】 

  議案第１９号 厳木公民館支館の用途廃止について 

          【原案どおり可決】 

  議案第２０号 唐津市教育支援委員会委員の解嘱及び解任並びに委嘱及び

任命について 

          【原案どおり可決】 

        ※非公開（人事案件のため） 

  議案第２１号 唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

          【原案どおり可決】 

        ※非公開（人事案件のため） 

  議案第２２号 唐津市社会教育委員の委嘱について 

          【原案どおり可決】 

        ※非公開（人事案件のため） 

  議案第２３号 唐津市青少年支援センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱

について 

          【原案どおり可決】 

        ※非公開（人事案件のため） 

  議案第２４号 唐津市都市コミュニティセンター運営委員会委員の解嘱及

び委嘱について 

          【原案どおり可決】 

        ※非公開（人事案件のため） 

 (2) 協議事項 

   教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針について 

 (3) 報告事項 

  ① 教育長報告 

  ② 各課報告事項 

   ・教育長職務代理者の指名について 

   ・共催及び後援について 
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   ・教育委員会行事予定 

  ③ その他 
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【定例会】 

 午後２時００分 開会を告げる。 

 栗原教育長は、本日の会議録署名委員として宮﨑委員を指名した。 

 栗原教育長は、前回の定例会の会議録について会議に諮り、委員会はこれを

承認した。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議事に入りますが、まず、会議の非公開についてお諮りいたしま

す。 

 議案第２０号から２４号までにつきましては、人事案件のために会議規則第

１１条第１項により非公開としてよろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、この５件については非公開といたします。 

 それでは、議案に入ります。 

 議案第１７号について、事務局お願いします。 

○教育総務課長（森 德雄君） 

 教育総務課でございます。議案集第１の１ページをお願いいたします。 

 議案第１７号 厳木幼稚園園舎の用途廃止についてでございます。 

 提案理由でございますが、平成３１年４月１日付で廃止されました厳木幼稚

園の園舎につきまして、令和６年３月２１日に解体工事が完了しましたので、

用途廃止を行うものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 用途廃止をします園舎でございますが、昭和４５年建築の鉄骨造１階建てを

２棟、昭和５８年建築と平成１２年建築の木造１階建てをそれぞれ１棟の合計

４棟を用途廃止いたします。 

 なお、今後の利活用でございますが、現時点では使用用途が決まっておりま

せんので、今後、協議、検討を行ってまいります。 

 ３ページに位置図を記載しておりまして、９９７番地の白い建物が厳木市民

センターで、その南側に位置しております。 
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 ４ページから７ページに解体工事の前後の写真を添付しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 議案第１７号について質問や御意見はございませんか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第１７号については御承認をいただきました。 

 議案第１８号について、事務局お願いします。 

○生涯学習文化財課係長（仁田坂 聡君） 

 それでは、生涯学習文化財課から説明いたします。 

 議案第１８号 旧西唐津公民館及び勤労青少年ホームの用途廃止についてと

いうことで説明いたします。 

 資料第１、８ページをお開きください。 

 提案理由としましては、令和４年１１月２８日付で移転しました旧西唐津公

民館及び令和５年１月２６日付で廃止しました勤労青少年ホームの建物につい

て、令和６年３月１９日に解体工事が完了したため、今回、用途廃止を行うも

のです。 

 それぞれの建物の面積につきましては資料の９ページに、位置関係につきま

しては資料の１０ページに、解体工事の着工前、完了後の写真につきましては

資料１１ページ、１２ページに掲げております。 

 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 議案第１８号について質問や御意見はございませんか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第１８号については御承認をいただきました。 

 議案第１９号について、事務局お願いします。 

○厳木市民センター産業・教育課長（百武謙吾君） 

 厳木市民センターの百武でございます。よろしくお願いいたします。 
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 議案第１９号について御説明をさせていただきます。 

 厳木公民館支館の用途廃止について。 

 厳木公民館支館について、用途廃止を行うものでございます。 

 提案理由につきましては、令和４年４月１日で廃止いたしました厳木公民館

支館につきまして、建物の老朽化に伴い、令和６年３月２１日に解体工事が完

了したため、用途廃止を行うものでございます。 

 １４ページのほうに建物の概要を記載させていただいております。 

 今回、用途廃止する建物につきましては、台帳面積４３１.６４平方メートル、

建物の構造については非木造の２階建てでございます。 

 その他といたしまして、土地の今後の使用用途でございますが、こちらにつ

いても現在未定でございますので、今後協議をする中で検討させていただきた

いと思います。 

 次ページのほうには位置図を載せております。 

 先ほど幼稚園のほうの説明にありましたけれども、その手前の部分が今回解

体いたしました公民館支館になります。 

 次のページ以降には解体前の建物と、あと解体後の状況について、写真のほ

うを掲載させていただいております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 議案第１９号について質問や御意見はございませんか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第１９号については御承認をいただきました。 

 次に、協議事項に入ります。 

 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針について、事

務局お願いします。 

○教育副部長兼教育企画課長（牟田茂典君） 

 教育企画課でございます。議案集第１の１７ページをお願いいたします。 

 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針について御説
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明いたします。 

 この点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めに基づ

きまして毎年実施しているものでございます。 

 １８ページをお開きいただきたいと思います。 

 この点検・評価の制度につきましては、１、制度の概要に記載しております

とおり、点検・評価を行い、公表することで説明責任を果たしますとともに、

次年度以降の施策につなげていくために実施するものでございます。 

 点検・評価の項目といたしましては、大きく２つございます。 

 １つは、唐津市教育委員会の活動状況ということでございまして、教育委員

の皆様の年間の活動状況、併せまして教育委員会の会議運営の状況、活動状況

につきまして報告するようになっております。 

 もう一点は、令和５年度唐津市の教育の基本方針の中で、１番目の知・徳・

体の調和のとれた「生きる力」の育成から６番目の人権尊重の精神を育成する

学校・社会教育の推進まで６つの大きな重点項目を掲げまして、それぞれに予

算措置をいたしまして事業を行っております。その状況について、点検・評価

を行うものでございます。 

 １９ページをお開きください。 

 実施方法につきまして、フロー図を載せております。 

 唐津市教育大綱の基本施策と唐津市総合計画における教育委員会に関する項

目が教育委員会事務局が策定しております唐津市教育の基本方針の重点目標６

項目とつながっておりまして、この６項目の実現のため、それぞれ予算計上し

ている主な事業がございます。 

 令和５年度に実施いたしました各事業につきまして、６つの重点項目ごとに

まとめ、点検・評価を実施いたします。 

 点検・評価の流れといたしましては、各課で行った自己評価を基に有識者の

方からの意見を踏まえた上で教育委員会における改善策の検討をいたします。

その結果を本年８月の定例教育委員会で協議していただきまして、その後、議

案として９月の定例教育委員会へ上程させていただきます。そこで御承認いた

だきましたら、市議会へ提出いたしますとともに、市のホームページにより市
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民の方への公表を行うこととしております。 

 以上、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針でござ

います。御協議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針に

ついて、質問や御意見はございませんか。 

 毎年、これまでも実施をしてきている点検・評価なんですけど、改めて１９

ページ、２０ページ、２１ページあたりで何かお気づきになるところはなかっ

たでしょうか。 

○教育委員（石山貴子君） 

 有識者の方は昨年と同じ方ですか。 

○教育副部長兼教育企画課長（牟田茂典君） 

 有識者、４名お願いしておりますけれども、今のところ、１名の方が交代さ

れる予定でございまして、それ以外の方は同じ方にお願いしようかと思ってお

りますが、まだ４名の方全てにこちらのほうからお願いをしておりませんので、

昨年までともしかしたら変わるかもしれません。現時点で私たちの考えとして

は、３名は同じ方で１名交代ということになるかと思っております。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかになかったでしょうか。 

○教育委員（佐伯玄一郎君） 

 先ほど石山委員も言われましたけど、有識者の評価ですね、私も少し携わっ

たことがあるんですが、率直な意見を申し上げますと、有識者の評価の仕方が

人によってばらつきが多いなと思います。確かに指摘事項、意見と書いてある

んですが、そもそも指摘ありきのようかなと思ってですね。 

 何が言いたいのかというと、この評価に関して、まず自己評価をする部分で、

例えば、これだけの人数に対してこれだけの人数が来られましたという、それ

も一つの評価なんですけど、それまでのプロセスというのが私は非常に大事だ

と思っています。有識者によっては、何でこの人数なんだとか、そういった評
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価しかないんですけど、教育委員会の皆さんが１年間を通していろんな様々な

プロセスを経て、そういったことになりましたよということに対して、こんな

にいいことがあったんだ、じゃ、次からこうしたほうがいい、もっとこういう

のもあるよというような、そういった意見を出す場じゃないのかなと私は思う

んですよね。 

 今度またこれを見て、指摘事項というのがすごく出てきたので、どうしても

自己評価で、例えば、点数はあるんですけど、それに対しては物すごい低い点

数を出される有識者の方もおられたんですよね。ならば、評価の点数を出すに

当たって、自己評価に対して何がいけなかったのかというのをきちんと説明し

た上で評価点数を出されるなら有識者の方も分かるんですけど、ただ駄目だと

か、私が知っているこの事業はいいんだよとか、僕の知っている友達がこう

いった事業をやっているからこれをもっとやればいいよとか、そういった話を

されるので、有識者の方に対して、この評価に入る前にきちんとした説明もし

ていただいているんですけど、なかなかそれがうまく伝わらないというところ

がありますので、この指摘事項という言葉をやっぱり載せないといけないのか

なと私は非常に気にしております。どちらかというと、気づき、意見等をいた

だくといったのがいいのかと。どうしても重箱の隅をつつくような意見ばかり

が出る回がありましたので、１年間通して一生懸命やってこられたことに対し

て、ただその一部分のところだけを見て、これの評価はおかしいんじゃないと

かいうのはちょっと違うかなというところがありましたので、どちらかという

と指摘事項という言葉じゃないほうがいいのかなと思うんですけど、これはも

う決まっている部分なのかなと思いましたので、そこら辺はどうなんでしょう

か。 

○教育副部長兼教育企画課長（牟田茂典君） 

 確かに言葉の指摘事項という響きといいますか、受け取り手側の感じ方とい

いますか、確かに指摘事項となると少し強い意味を持ってしまいますので、今、

佐伯委員さんがおっしゃったようなところで、表現をどうするかというのもあ

りますし、もう一点は、佐伯委員さん御指摘いただきましたけれども、各外部

委員さんの評価の視点といいますか、仕方といいますか、そこは先ほども触れ
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ていただきましたけれども、事前にこちらのほうから当然レクチャーした上で

評価をしていただきますけれども、やはりそれぞれ外部委員の方の考え方とい

うのもあるかもしれませんけれども、出された意見、当然その意見を基に私た

ちも改善すべきところは改善していくということになりますので、その辺り、

先ほどの言葉を修正するかどうかというのはちょっと検討させていただきたい

と思いますけれども、外部委員さんからの意見を出していただくときのやり方

といいますか、もう一度、内部で検討して、外部委員さんに事前にお話をした

上で評価をしていただくということでやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 関連してよろしいですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（篠原智文君） 

 当然いろんな事業をしている中で外部からの指摘、意見というのは非常に大

切だと思うんですが、ちょっと確認で、指摘、意見ということですが、矢印の

一番下に③、協議によって評価を行うと。たしかこの評価というのは点数をつ

けて、点数が極端に低ければ事業の廃止までしなければならぬという、意見と

いうより、かなり強制力というんですかね、権限を持っている会だったと思う

んですが、今の指摘、意見という権限を持っていただくことはある面必要なん

でしょうけど、ただ単なる指摘、意見ではないと。事業を本当に続けるか続け

ないかまでの権限を有識者は持っているということを、確認いただくという点

では周知しておいたほうがいいのかなと思って、一応意見を言わせていただき

ました。 

○教育副部長兼教育企画課長（牟田茂典君） 

 篠原委員御指摘のとおりでございまして、外部委員の意見を聞くというのは、

これは法律の定めの中にもございまして、必ず外部委員からもこの評価・点検
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の際には聞くということになっておりまして、その意見等の反映の仕方という

のはそれぞれ任せられてはおりますけれども、今までこの制度の中で運用して

きましたのは、先ほどもおっしゃっていただいたとおり、点数が悪ければ廃止

というような、そういう仕組みにもしておりますので、当然事前に外部委員の

方にはその点もきちっと理解していただいた上で評価をしていただくというの

は大事なことだと思っております。 

 先ほどの佐伯委員の御意見にも通じるところがあると思いますけれども、外

部委員さんの評価に当たっては、しっかりその辺りの制度の趣旨等をもう一度

お話しさせていただいて、評価をしていただくということでやってまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、協議事項はよろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、教育長報告に参ります。 

 別紙Ａ４、１枚のほうを御覧いただきたいと思います。 

 ４月１日、唐津市教職員辞令交付式を行いました。管理職と新規採用に時間

を分けて行いましたが、教育委員さんたちにも御出席いただいて大変ありがと

うございました。 

 ここに上がっている数字、校長が１６名、統括事務長１名、教頭１９名、事

務長３名が転入または昇任、採用でおいでになられたというところです。また、

新規採用教員の数については、小学校２７名、中学校１８名、養護教諭３名と

いうことで今年新しく見えたんですが、小学校は去年３６名でしたので、９人

今年は少なかったということです。中学校は３人の増加、養護は２名の増加と

いうところでした。 

 １５日の日、第１回の西部地区教育長会が、１１地区の教育長が集まって武

雄でございました。今年、県全体の取組として、先生方不足ですけれども、未

配置の解消、働き方改革、不祥事の根絶、若手の育成ということにポイントを
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置いて、西部教育事務所管内でも取り組んでいこうという話がありました。 

 今年も西部地区市町教育委員会交流会、去年、委員さんたちも御参加いただ

いて武雄でありましたけれども、今年もやりたいなというところで計画がなさ

れる予定です。 

 １６日、教育委員会連合会、あるいは教育長会連合会の会長、副会長会がご

ざいましたけど、前年度までの教育委員会連合会の副会長、篠原委員と一緒に

参加いたしました。篠原委員、今年は地区回りで役が決まっておりますけど、

副会長から外れられて、今年は常任理事ということで、引き続きこちらの役員

をしていただくこととなっております。 

 １７日は県の教育委員会と市町教育委員会の協働会議がありまして、各市町

は教育長と職務代理者の２名の参加ということで、篠原委員と参加をいたしま

した。各課の主要事項の説明があり、ここに挙げられているような中身につい

て取り組んでいくということでした。 

 ２番目の教育振興課は県立夜間中学校のことに触れられて、彩志学舎という

校名で、この間の土曜日に開校式が行われて、うちからは栗本課長が出席をし

てもらったところです。 

 また、行事として、７月５日金曜日１４時３０分にグランデはがくれで県内

市町教育委員会連合会の定期総会・研修会が行われますので、教育委員さん方、

皆さん御都合がつかれれば参加をしていただければと思っております。 

 教育長報告は以上です。 

 それでは、各課の報告事項に参ります。 

 教育長職務代理者の指名について、事務局お願いします。 

○教育総務課長（森 德雄君） 

 教育総務課でございます。議案集第１の２２ページをお願いします。 

 報告事項１、教育長職務代理者の指名につきまして御報告いたします。 

 趣旨でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第

２項及び唐津市教育委員会教育長の職務代理及び職務代行に関する規則第２条

の規定に基づきまして、教育長職務代理者の指名を行ったものでございます。 

 令和６年４月１日、教育長職務代理者に篠原智文委員を指名いたしました。 
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 任期でございますが、前回は令和６年３月３１日までと終期を定めておりま

したが、今回は昨年度制定しました規則の規定によりまして、「職務代理者の

任期は、教育長が別の委員を指名する日までとする。」としておりますので、

次回、別の委員が指名されるまでが任期となります。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 前回と少し変わっておりますが、よろしくお願いいたします。 

○教育委員（篠原智文君） 

 よろしくお願いします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、共催及び後援に参ります。 

○教育総務課長（森 德雄君） 

 教育総務課でございます。２３ページをお願いします。 

 共催及び後援につきましては、共催５件、後援７件の合計１２件でございま

す。 

 行事名及び主催者名は一覧表を御確認いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 では、教育委員会の行事予定についてお願いします。 

○教育総務課長（森 德雄君） 

 教育総務課でございます。２４ページをお願いします。 

 令和６年４月２６日金曜日から５月２２日水曜日までの主な行事予定でござ

います。 

 ４月２６日金曜日、令和６年度佐賀県市町教育長連合会春季定期総会及び研

修会がございます。 

 ４月３０日、佐賀県人権・同和教育研究協議会、第１回理事研修会及び研究
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大会実行委員会研修会がございます。 

 ５月８日、九州都市教育長協議会第３４回定期総会並びに研究大会、９日か

ら１０日金曜日に全国都市教育長協議会第７４回定期総会及び研究大会が長崎

市でございます。 

 ５月１７日金曜日、第５５回佐賀県人権・同和教育研究協議会総会並びに研

修会がございます。 

 ５月２２日水曜日、佐賀県公民館連合会総会がございます。 

 その他の行事につきましては、一覧表に記載しておりますので、御確認いた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 その他、報告事項はありませんか。 

○教育総務課長（森 德雄君） 

 教育総務課でございます。本日お手元に配付しております令和６年度定例教

育委員会・総合教育会議等実施予定表を御覧ください。 

○教育長（栗原宣康君） 

 Ａ４横のやつですね。 

○教育総務課長（森 德雄君） 

 定例教育委員会でございますが、通常、毎月第４木曜日に開催しております

が、今年は国スポの開催とそれに伴う議会日程の変更がございまして、８月と

９月の日程を８月２０日火曜日と９月３０日月曜日の１４時に変更いたしたい

と考えております。 

 なお、１２月と１月につきましては、市長、市議会議員選挙の関係でこの会

場が使えなくなりますので、場所を本庁舎４階大会議室といたします。 

 次に、総合教育会議でございますが、本年度は教育大綱の改定に伴いまして

年３回の開催予定で、第１回が本日、第２回が８日２０日、第３回は未定でご

ざいますが、２月頃になるだろうと考えております。 

 また、離島学校訪問を５月２９日水曜日に予定しております。 

 その他の会議につきましては、予定の下のほうに記載しておりますので、御
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確認いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 何か、この行事予定でありますか。これは何だったかなとか、これはどうか

なみたいな。 

 今年は総合教育会議が３回の計画ですね、教育大綱の作成がございますので。 

○教育委員（篠原智文君） 

 年間でこういうふうに出していただくと助かります。 

○教育長（栗原宣康君） 

 いいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございます。 

 ほかに各課報告はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 なければ、次回の定例教育委員会の日程でございますが、先ほどの表にもご

ざいますとおり、５月２３日１４時からここで開催させていただくことになっ

ております。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、よろしくお願いします。 

 これで公開の審議は終了いたしました。 

 

 

【非公開審議】 

・議案第２０号 唐津市教育支援委員会委員の解嘱及び解任並びに委嘱及び任

命について 

   学校教育課長が説明した。 
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   議案第２０号は原案通り可決された。 

 

・議案第２１号 唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

   生涯学習文化財課係長が説明した。 

   議案第２１号は原案通り可決された。 

 

・議案第２２号 唐津市社会教育委員の委嘱について 

   生涯学習文化財課係長が説明した。 

   議案第２２号は原案通り可決された。 

 

・議案第２３号 唐津市青少年支援センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱に

ついて 

   生涯学習文化財課係長が説明した。 

   議案第２３号は原案通り可決された。 

 

・議案第２４号 唐津市都市コミュニティセンター運営委員会委員の解嘱及び委

嘱について 

   生涯学習文化財課係長が説明した。 

   議案第２４号は原案通り可決された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


